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○宮古島海宝館条例施行規則 

平成18年５月23日 

規則第27号 

宮古島海宝館条例施行規則（平成17年宮古島市規則第142号）の全部を改正す

る。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、宮古島海宝館条例（平成18年宮古島市条例第24号。以下

「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（指定管理者の募集等） 

第３条 市長は、条例第３条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせよ

うとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろう

とする法人その他の団体（以下「法人等」という。）を公募する。 

(1) 施設の概要 

(2) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間 

(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 

(4) 条例第８条の規定による申請の資格及び方法 

(5) 条例第９条の規定による選定の基準 

(6) 利用料金に関する事項 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項に規定する指定管理者の募集をするときは、宮古島市役所掲

示板又は市の広報若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講ずるも

のとする。 

（指定申請書の様式等） 

第４条 条例第８条に規定する申請書は、宮古島海宝館施設指定管理者指定申

請書（様式第１号）とする。 

２ 条例第８条に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければ

ならない。 
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(1) 管理の基本方針 

(2) 利用者の受入計画 

(3) 業務運営方針 

(4) 事務管理計画 

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営に関する計画 

３ 条例第８号第２項に規定する書面は、次に掲げる書面とする。 

(1) 申請資格を有していることを証する書面であって、次に掲げるもの 

ア 法人にあっては当該法人の登記簿謄本 

イ 法人以外の団体にあっては、団体の代表者の身分証明書 

ウ 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書面 

エ 第１項の申請書を提出する日の属する事業年度（以下「事業年度」と

いう。）の国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその

理由を記載した申立書 

(2) 施設の管理に係る収支予算書 

(3) 法人等の経営状況を証明する書面であって、次に掲げるもの。 

ア 前事業年度の収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに類する書面

（既に財産的取引活動をしている法人等のみ。ウにおいて同じ。） 

イ 前事業年度の賃借対照表及び財産目録又はこれらに類す書面（作成し

ているもののみ。） 

ウ 事業年度の収支予算書及び事業計画書 

エ 事業報告書を作成している場合にあっては、当該報告書 

オ 法人等の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書面又はこ

れらに類する書面 

カ その他市長が必要と認める書面 

（選定結果の通知） 

第５条 市長は、条例第９条の規定による選定をした場合は、法人等に対し、

宮古島市海宝館施設指定管理者選定結果通知書（様式第２号）により通知す

るものとする。 

（再度の選定） 
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第６条 市長は、前条の通知をした後、選定した指定管理者の候補者を指定管

理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事態が

生じたときは、その選定を取り消し、条例第８条の規定により申請したもの

（当該候補者を除く）の中から再度指定管理者の候補者を選定することがで

きる。 

２ 市長は、前項の規定により選定を取り消すときは、当該指定管理者の候補

者に対し、宮古島市海宝館施設指定管理者選定取消等通知書（様式第３号）

により通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により再度の選定を行ったときは、新たに選定され

た指定管理者の候補者に対し、宮古島市海宝館施設指定管理者再選定結果通

知書（様式第４号）により通知するものとする。 

（募集によらない指定管理者の候補者の選定等） 

第７条 市長は条例第１条の規定による施設の設置目的を効果的かつ効率的に

達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業

効果が相当程度期待できる場合は、第８条の規定によらず、市が出資してい

る法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定管理者の候補者として選定す

ることができる。 

２ 市長は、前項の規定により指定管理者を選定しようとするときは、条例第

９条の各号に掲げる選定基準によるものとする。 

（指定管理者の指定） 

第８条 市長は、条例第９条の規定により、指定管理者の指定をしたときは、

条例第15条の規定による告示後、速やかに指定管理者に対し、宮古島海宝館

施設指定管理者指定書（様式第５号）を交付する。 

（協定書の締結） 

第９条 指定管理者は、市長と施設管理に関する協定書を締結しなければなら

ない。 

２ 前項の規定による協定書は、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 指定期間に関する事項 

(2) 事業計画に関する事項 
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(3) 利用料金に関する事項 

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項 

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項 

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

(7) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項 

(8) 事故及び損害の賠償に関する事項 

(9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項 

（事業報告書の提出） 

第10条 条例第12条に規定する事業報告書は、宮古島市海宝館施設指定管理者

事業報告書（様式第６号）によるものとする。 

（指定の取消し等） 

第11条 市長は、条例第13条第１項の決定を命ずるときは、宮古島海宝館施設

指定管理者指定取消等命令書（様式第７号）により行う。 

（開館時間及び休館日の変更等） 

第12条 指定管理者は、条例第４条に規定する開館時間及び休館日の変更を行

うときは、宮古島海宝館施設開館時間変更承認申請書（様式第８号）により、

市長の承認を受けなければならない。 

（入館制限） 

第13条 次に掲げる者は、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。 

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者 

(2) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがある者 

(3) 施設、設備又は展示物を破損し、損傷し、又は亡失するおそれがある者 

（禁止行為） 

第14条 入館者は、海宝館において、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 物品の販売その他の商行為をすること。 

(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。 

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食すること。 

（観覧料の減免） 

第15条 条例第６条に規定する減免を必要と認めるときは、次に定めるとおり
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とする。 

(1) 市内の小学生、中学生又はこれらの引率者で、学習活動として観覧する

とき。 

(2) 宮古島市教育委員会又は海宝館が主催して行う教育普及活動等の行事

に参加したとき。 

(3) 市が主催して行う施設見学の一環として視察するとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。 

２ 観覧料の減免を受けようとする者は、あらかじめ観覧料減免申請書（様式

第９号）を提出し、指定管理者の承認をうけなければならない。 

（資料の館外貸出し） 

第16条 海宝館の資料は、館外貸出しを行わない、ただし、宮古島私立図書館

宮古島市内の小学校、中学校及び宮古島私立中央公民館及びこれらに類似す

る施設で市長が適当と認めたものについては、このかぎりではない。 

２ 館外貸出しを受けようとする者は、市長に館外貸出承認申請書（様式第10

号）を提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、市長が特に必要と認め

るときは、期間を延長することができる。 

（資料の寄贈及び寄託） 

第17条 海宝館は、展示及び研究の目的で一般から資料の寄贈及び寄託を受け

ることができる。 

２ 海宝館は、資料の寄託を受けたときは、受託品預かり証（様式第11号）を

寄託者に交付しなければならない。 

（遵守事項） 

第18条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 利用の許可を受けた施設及び設備以外のものを利用しないこと。 

(2) 設備の利用は、施設内で行うこと。 

(3) 許可なく火気を使用しないこと。 

(4) 収用定員を超えた人員を入館させないこと。 

(5) 前号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。 
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（その他） 

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成18年５月１日から適用する。 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

様式第６号（第10条関係） 

様式第７号（第11条関係） 

様式第８号（第12条関係） 

様式第９号（第15条関係） 

様式第10号（第16条関係） 

様式第11号（第17条関係） 

 


